
自治基本条例策定会議からの提言

４

　

条
文

　
第
１
章
　
総
則

　（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
新
ひ
だ

か
町
民
憲
章
の
精
神
の
も
と
、
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
基
本
的
な
事

項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
町
民
の

権
利
や
責
務
並
び
に
議
会
及
び
行

政
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
役

割
を
果
た
し
な
が
ら
、
町
民
を
主

役
と
し
た
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

　（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
と

お
り
と
し
ま
す
。

　
敢
　
町
民
　
町
内
に
住
ん
で
い

る
人
、
町
内
で
働
く
人
、
町
内
で

学
ぶ
人
、
町
内
で
事
業
活
動
を
営

む
人
そ
の
他
新
ひ
だ
か
町
の
ま
ち

づ
く
り
に
関
わ
る
全
て
の
人
を
い

い
ま
す
。

　
柑
　
行
政
　
町
長
、
教
育
委
員

会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
及
び

水
道
企
業
管
理
者
を
い
い
ま
す
。

　
桓
　
協
働
　
自
ら
の
役
割
と
責

務
を
認
識
し
な
が
ら
、
互
い
の
立

場
を
尊
重
し
、
協
力
し
て
取
り
組

む
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

前
文

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
ま
ち
に

住
み
、
こ
の
ま
ち
で
働
き
、
こ
の

ま
ち
で
学
ぶ
全
て
の
人
々
が
、
自

ら
を
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
と
し
て

考
え
、
行
動
し
、
心
豊
か
に
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
の
実
現
を

め
ざ
し
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
新
ひ
だ
か

町
は
、
太
平
洋
を
望
み
壮
大
な
日

高
山
脈
に
抱
か
れ
、
そ
の
豊
か
で

美
し
い
自
然
と
町
民
の
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
英
知
に

よ
っ
て
今
日
ま
で
日
高
地
方
の
中

核
と
し
て
着
実
な
発
展
を
遂
げ
て

き
ま
し
た
。

　
わ
た
し
た
ち
に
は
、
先
人
が
築

き
上
げ
た
こ
の
ま
ち
の
歴
史
や
伝

統
、
文
化
、
産
業
を
継
承
し
、
さ

ら
に
輝
き
の
あ
る
「
ふ
る
里
 新
ひ

だ
か
」
を
次
の
世
代
へ
と
引
き
継

い
で
い
く
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
自
治
の
主
役

で
あ
る
町
民
、
議
会
、
行
政
が
そ

れ
ぞ
れ
の
責
任
と
役
割
を
自
覚

し
、
互
い
を
尊
重
し
、
協
力
し
合

い
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
こ
に
新
ひ

だ
か
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的

な
制
度
と
運
営
の
原
則
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
最

高
規
範
と
し
て
、
新
ひ
だ
か
町
ま

ち
づ
く
り
自
治
基
本
条
例
を
制
定

し
ま
す
。

　
平
成
　
年
　
月
　
日
捷
に
新
ひ
だ

２３

１２

２６

か
町
自
治
基
本
条
例
（
仮
称
）
策
定

会
議
（
及
川
泰
明
会
長
）
か
ら
、「
自

治
基
本
条
例
に
関
す
る
提
言
書
」
が

酒
井
町
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
提
言
書
は
、
平
成
　
年
５
月

２１

か
ら
　
回
に
わ
た
る
策
定
会
議
と
　

１９

１０

回
に
わ
た
る
検
討
部
会
、さ
ら
に
は
、

町
内
　
会
場
で
開
催
し
た
町
民
説
明

２０

会
や
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
町
民
の
皆

さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
も
踏
ま

え
、
慎
重
に
協
議
検
討
を
重
ね
た
結

果
で
あ
り
、町
は
こ
の
提
言
を
受
け
、

現
在
、
最
終
的
な
条
例
案
の
作
成
に

向
け
て
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
に
つ
い
て
は
、
平
成
　
年
３

２４

月
の
定
例
議
会
に
条
例
案
を
提
出
す

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
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自治基本条例策定会議からの提言

５

　
敢
　
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
は
、

町
民
で
あ
る
こ
と
。

　
柑
　
町
民
、
議
会
及
び
行
政
の

協
働
に
よ
り
進
め
る
こ
と
。

　
桓
　
町
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権

を
尊
重
す
る
こ
と
。

　
棺
　
創
造
性
に
溢
れ
た
特
徴
の

あ
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
。

　
款
　
日
高
地
方
に
お
け
る
中
核

的
な
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
努

め
、
圏
域
全
体
の
振
興
発
展
を
目

指
す
こ
と
。

煙
日
高
管
内
の
中
核
と
し
て
リ
ー

　
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
と
あ
る

　
が
、
自
ら
リ
ー
ダ
ー
を
名
乗
る

　
の
は
他
の
地
域
に
失
礼
で
あ
る

　
　
　

　
第
３
章
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

第
５
条
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
地

域
社
会
の
担
い
手
と
し
て
主
体
的

に
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
よ
う

努
め
ま
す
。

２
　
町
民
、
議
会
及
び
行
政
は
、

様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
互
い
に

支
え
、
そ
の
活
動
を
尊
重
し
ま
す
。

　
第
４
章
　
情
報
の
共
有

　（
情
報
共
有
）

第
６
条
　
町
民
、
議
会
及
び
行
政

は
、
互
い
に
必
要
な
意
見
交
換
や

情
報
提
供
を
行
い
、
共
通
認
識
の

も
と
に
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ

る
よ
う
、情
報
共
有
に
努
め
ま
す
。

　（
情
報
提
供
）

第
７
条
　
議
会
及
び
行
政
は
、
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を
積
極

的
か
つ
解
り
や
す
く
町
民
に
提
供

し
ま
す
。

　（
情
報
公
開
）

第
８
条
　
議
会
及
び
行
政
は
、
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
透
明
性
を
確

保
す
る
た
め
、
町
民
等
か
ら
の
求

め
に
応
じ
、
そ
の
保
有
す
る
公
文

書
の
公
開
に
努
め
ま
す
。

　（
個
人
情
報
保
護
）

第
９
条
　
議
会
及
び
行
政
は
、
情

報
提
供
及
び
情
報
公
開
に
あ
た
っ

て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
が
侵
害

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人

に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
管
理
し

ま
す
。

　
第
５
章
　
町
民

　　（
町
民
の
権
利
）

第
　
条
　
町
民
は
、
ま
ち
づ
く
り

１０
に
参
加
し
、
又
は
参
画
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

２
　
町
民
は
、
地
域
に
お
い
て
自

主
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
公

益
活
動
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

３
　
町
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関

し
て
必
要
な
情
報
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
法
律
や
他

の
条
例
な
ど
に
よ
り
公
開
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
情
報
に
つ
い
て
は
、除
き
ま
す
。

　（
町
民
の
責
務
）

第
　
条
　
町
民
は
、
自
ら
が
町
の

１１
主
役
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、
積
極
的

に
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
、
又
は

参
画
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

２
　
町
民
は
、
互
い
を
尊
重
し
、

協
力
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま

す
。

３
　
町
民
は
、
公
共
の
利
益
を
念

頭
に
置
き
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
自
ら
の
発
言
と
行
動
に
責
任
を

持
ち
ま
す
。

煙
責
務
は
、
責
任
と
義
務
を
伴
う
も

　
の
で
、
町
民
に
そ
れ
を
課
す
の
は

　
荷
が
重
く
、
無
理
が
生
じ
る

　
第
６
章
　
議
会

　（
議
会
の
責
務
）

第
　
条
　
議
会
は
、
町
の
意
思
決

１２
定
機
関
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

公
平
、
公
正
か
つ
誠
実
に
審
議
を

行
う
と
と
も
に
、
行
政
運
営
が
適

切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
を
監

視
し
、
又
は
評
価
し
ま
す
。

２
　
議
会
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
主

役
が
町
民
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

置
き
、
議
会
活
動
の
状
況
等
を
積

極
的
に
町
民
に
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
町
民
か
ら
の
意
見
、
要
望
等

の
把
握
に
努
め
ま
す
。

３
　
議
会
は
、
地
域
課
題
の
解
決

等
の
た
め
、
積
極
的
な
調
査
研
究

活
動
を
行
い
、
政
策
形
成
機
能
の

充
実
を
図
り
ま
す
。

　（
議
員
の
責
務
）

第
　
条
　
議
員
は
、
自
ら
が
町
民

１３
の
代
表
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
持

ち
、
公
平
、
公
正
か
つ
誠
実
に
職

務
を
遂
行
し
ま
す
。

２
　
議
員
は
、
自
ら
の
考
え
を
町

民
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

町
民
か
ら
の
意
見
、
要
望
等
の
把

握
に
努
め
ま
す
。

３
　
議
員
は
、自
己
研
鑽
に
努
め
、

広
い
視
野
と
長
期
的
な
展
望
を

も
っ
て
職
務
を
遂
行
し
ま
す
。

煙
町
民
が
町
外
者
等
と
な
る
と
、
そ

　
の
者
達
の
意
見
、
要
望
等
の
把
握

　
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る

　
第
７
章
　
行
政

　（
町
長
の
責
務
）

第
　
条
　
町
長
は
、
町
の
代
表
と

１４
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
公
平
、
公

正
か
つ
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
ま

す
。

２
　
町
長
は
、
町
の
将
来
に
つ
い

て
明
確
な
展
望
や
方
針
を
持
ち
、

こ
れ
を
町
民
に
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
自
ら
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
、
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。
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棺
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
　
自
治

会
、
学
校
区
、
サ
ー
ク
ル
活
動
そ

の
他
の
地
域
社
会
に
お
け
る
様
々

な
単
位
の
中
で
活
動
す
る
人
の
集

ま
り
を
い
い
ま
す
。

　
款
　
参
画
　
参
加
す
る
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
ま
ち
づ
く
り
の
施

策
に
関
す
る
計
画
、
実
施
、
評
価

等
の
意
思
形
成
過
程
か
ら
主
体
的

に
関
わ
り
、
行
動
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。

煙
町
民
の
定
義
が
曖
昧
で
あ
り
、

　
明
確
に
し
て
ほ
し
い

煙
町
民
に
他
町
の
者
、
子
ど
も
等

　
を
含
め
る
こ
と
に
疑
問

煙
町
民
の
定
義
で
外
国
人
の
取
扱

　
い
を
明
確
に
す
べ
き

　
（
最
高
規
範
性
）

第
３
条
　
こ
の
条
例
は
、
町
が
定

め
る
最
高
規
範
で
あ
り
、
ま
ち
づ

く
り
の
全
て
に
お
い
て
こ
の
条
例

を
尊
重
し
ま
す
。

煙
憲
法
や
法
律
と
の
関
係
が
解
り

　
に
く
い

　
第
２
章

　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則

　
（
基
本
原
則
）

第
４
条
　
ま
ち
づ
く
り
は
、
次
の

基
本
原
則
に
基
づ
い
て
進
め
ま

す
。
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６

自治基本条例策定会議からの提言

３
　
町
長
は
、
町
民
か
ら
の
意
見
、

要
望
等
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
適
正
に
判
断
し
て
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

４
　
町
長
は
、
職
員
を
指
揮
監
督

し
、
ま
ち
づ
く
り
を
着
実
に
進
め

る
と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
っ
て

安
定
的
に
行
政
運
営
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
職
員
の
能
力
向
上
に
努
め

ま
す
。

煙
職
員
の
指
揮
・
監
督
を
追
加
し
、

　
権
限
と
責
任
を
明
文
化
し
て
ほ

　
し
い

　（
就
任
時
の
宣
誓
）

第
　
条
　
町
長
は
、
就
任
に
当
た

１５
り
、
こ
の
条
例
を
遵
守
し
て
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
誓
い
ま

す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
宣
誓

は
、
原
則
と
し
て
就
任
後
最
初
の

議
会
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
、

宣
誓
の
方
法
そ
の
他
の
具
体
的
事

項
に
つ
い
て
は
、
町
長
が
別
に
定

め
ま
す
。

煙
条
例
に
従
う
の
は
当
然
の
こ
と

　
で
あ
り
、
改
め
て
宣
誓
を
す
る

　
必
要
は
な
い

　（
職
員
の
責
務
）

第
　
条
　
職
員
は
、
公
平
、
公
正

１６
か
つ
誠
実
に
職
務
を
遂
行
す
る
と

と
も
に
、
町
民
の
目
線
に
立
っ
て

物
事
を
考
え
、
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
ま
す
。

２
　
職
員
は
、
自
ら
も
地
域
社
会

の
一
員
と
し
て
積
極
的
に
ま
ち
づ

く
り
に
参
加
し
、
協
働
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
の
実
践
に
努
め
ま
す
。

３
　
職
員
は
、
行
政
の
専
門
職
と

し
て
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
知

識
の
習
得
及
び
自
己
研
鑽
に
努
め

ま
す
。

煙
職
員
の
責
務
は
、
地
方
公
務
員

　
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
必

　
要
は
な
い

　（
町
民
投
票
）

第
　
条
　
町
長
は
、
ま
ち
づ
く
り

１７
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
項
に
つ
い
て
、
直
接
、
町
民
の

意
思
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
と
き
は
、
条
例
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
町
民
投
票
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
議
会
及
び
行
政
は
、
町
民
投

票
の
結
果
を
尊
重
し
ま
す
。

煙
実
際
に
居
住
し
な
い
人
も
町
民

　
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
投
票

　
権
（
参
政
権
）
を
与
え
る
こ
と

　
に
な
ら
な
い
か

煙
町
民
の
範
囲
に
つ
い
て
、
法
律
上

　
の
町
民
で
良
い
の
で
は
な
い
か

　（
行
政
運
営
の
基
本
方
針
）

第
　
条
　
行
政
は
、
町
民
及
び
議

１８

会
と
の
十
分
な
情
報
共
有
と
合
意

形
成
を
図
り
な
が
ら
、
公
正
か
つ

円
滑
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま

す
。

２
　
行
政
は
、
計
画
、
実
施
、
評

価
等
の
し
く
み
を
相
互
に
連
携
さ

せ
な
が
ら
、
効
率
的
か
つ
効
果
的

に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も

に
、
常
に
改
善
の
意
識
を
持
ち
、

必
要
な
行
財
政
改
革
に
取
り
組
み

ま
す
。

　（
総
合
計
画
等
）

第
　
条
　
行
政
は
、
総
合
計
画
を

１９
は
じ
め
と
す
る
各
種
計
画
に
基
づ

き
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
各
種

施
策
を
進
め
る
と
と
も
に
、
当
該

計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
町

民
か
ら
の
意
見
等
が
反
映
さ
れ
る

よ
う
、意
見
聴
取
等
に
努
め
ま
す
。

　（
財
政
運
営
）

第
　
条
　
行
政
は
、
中
期
的
又
は

２０
長
期
的
な
財
政
見
通
し
の
も
と
、

総
合
計
画
等
及
び
行
政
評
価
を
踏

ま
え
た
予
算
編
成
を
行
う
と
と
も

に
、
財
政
計
画
等
を
策
定
し
、
計

画
的
で
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め

ま
す
。

　（
行
政
評
価
）

第
　
条
　
行
政
は
、
各
種
施
策
の

２１
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
情
勢

や
町
民
ニ
ー
ズ
の
変
化
、
費
用
対

効
果
等
の
視
点
を
も
っ
て
、
事
前

又
は
事
後
の
行
政
評
価
を
行
い
、

そ
の
目
的
、
成
果
等
を
点
検
し
な

が
ら
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
進

め
ま
す
。

煙
外
部
評
価
を
導
入
す
べ
き

　（
町
民
の
参
画
）

第
　
条
　
行
政
は
、
ま
ち
づ
く
り

２２
の
重
要
施
策
に
係
る
計
画
、実
施
、

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
町
民
が
自

発
的
に
こ
れ
ら
に
参
画
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
仕
組
み

づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

２
　
行
政
は
、
町
民
が
ま
ち
づ
く

り
に
参
画
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
努
め
ま
す
。

　（
説
明
責
任
）

第
　
条
　
行
政
は
、
各
種
施
策
の

２３
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、そ
の
内
容
、

効
果
、
必
要
性
、
妥
当
性
等
を
整

理
し
、
町
民
及
び
議
会
に
対
し
、

説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
進
め
ま
す
。

　（
行
政
手
続
）

第
　
条
　
行
政
は
、
町
民
の
権
利

２４
及
び
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
、

処
分
、
行
政
指
導
、
届
出
等
の
行

政
手
続
に
関
す
る
統
一
的
な
基
準

を
定
め
、
公
正
の
確
保
と
透
明
性

の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　（
組
織
及
び
人
事
）

第
　
条
　
行
政
は
、
社
会
情
勢
の

２５
変
化
や
様
々
な
地
域
課
題
に
柔
軟

か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
効
果
的
な
組
織
体
制

を
確
立
し
ま
す
。

２
　
行
政
は
、
職
員
研
修
や
人
事

異
動
等
を
計
画
的
に
行
い
、
職
員

に
様
々
な
経
験
等
を
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
職
務
に
必
要
な
能
力
の

向
上
に
努
め
ま
す
。

　（
広
報
及
び
広
聴
）

第
　

条
　
行
政
は
、
町
広
報
や

２６
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
活
用
し
、
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を
積
極

的
か
つ
解
り
や
す
く
町
民
に
伝
え

ま
す
。

２
　
行
政
は
、
町
民
か
ら
の
意
見

聴
取
や
意
見
交
換
の
機
会
を
積
極

的
に
設
け
、
町
民
か
ら
の
意
見
、

要
望
等
の
把
握
に
努
め
ま
す
。

　
第
８
章
　
安
全
、
安
心

　（
安
全
及
び
安
心
の
対
策
）

第
　
条
　
町
民
及
び
行
政
は
、
町

２７
民
が
安
全
で
、
安
心
し
て
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
日
頃

か
ら
地
域
に
お
け
る
支
援
力
（
緊

急
時
等
に
お
い
て
、
町
民
同
士
が

互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る

環
境
や
知
恵
を
い
う
。）及
び
受
援

力
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
支
援
を

受
け
入
れ
る
環
境
や
知
恵
を
い

う
。）
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

２
　
町
民
は
、
自
ら
の
生
命
や
財

産
を
守
る
た
め
、
災
害
等
の
発
生

に
備
え
る
と
と
も
に
、
日
頃
か
ら

の
防
災
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、

地
域
に
お
け
る
協
力
体
制
の
構
築

に
努
め
ま
す
。

３
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
行
政
と

協
力
連
携
し
、
地
域
の
安
全
と
安

心
を
守
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
に
お
い
て
必
要
な
役
割
を
果
た
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虞虞虞虞虞虞虞
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空
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空
空
空
空
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偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
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隅
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空
空
空
空
空
空
空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶

愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞

遇遇遇遇

空
空
空
空
空
空
空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶

７

自治基本条例策定会議からの提言

す
よ
う
努
め
ま
す
。

４
　
行
政
は
、
災
害
等
の
発
生
に

備
え
、
危
機
管
理
体
制
を
構
築
す

る
と
と
も
に
、
町
民
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
を
支

援
し
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
か
ら
町
民

の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
万
全
の
対
策
を
講
じ

ま
す
。

煙
文
章
の
主
語
が
他
の
項
目
と
違

　
い
、「
行
政
」
で
は
な
い
の
で
、行

　
政
の
章
か
ら
分
離
し
た
方
が
良

　
い
の
で
は
な
い
か

　
第
９
章
　
連
携
、
協
力
等

　（
連
携
及
び
協
力
）

第
　
条
　
行
政
は
、
適
切
な
役
割

２８
分
担
の
も
と
、
国
や
北
海
道
と
対

等
な
立
場
で
相
互
の
連
携
及
び
協

力
を
推
進
し
ま
す
。

２
　
行
政
は
、
広
域
的
な
課
題
解

決
や
地
域
の
相
互
発
展
の
た
め
、

近
隣
自
治
体
と
積
極
的
に
連
携
又

は
協
力
し
な
が
ら
、
効
果
的
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、

圏
域
に
お
け
る
調
和
及
び
協
調
に

努
め
ま
す
。

３
　
行
政
は
、
他
の
自
治
体
が
災

害
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
危
機
的

な
状
態
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
可

能
な
限
り
の
支
援
及
び
協
力
を
行

い
ま
す
。　

　
（
交
流
）

第
　
条
　
町
民
、
議
会
及
び
行
政

２９
は
、
姉
妹
都
市
を
は
じ
め
、
国
内

外
に
住
む
様
々
な
人
々
と
の
つ
な

が
り
を
大
切
に
し
、
経
済
、
教
育
、

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
け
る
活
動
や
交
流
を

通
じ
て
、
そ
の
知
恵
や
考
え
を
学

び
、
こ
れ
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か

し
て
い
き
ま
す
。

煙
消
防
や
衛
生
と
の
連
携
は
必
要

　
な
い
か

　
第
　
章
１０

　
条
例
の
評
価
及
び
見
直
し

　
（
条
例
の
評
価
及
び
見
直
し
）

第
　
条
　
町
長
は
、
こ
の
条
例
に

３０
定
め
ら
れ
た
事
柄
が
、
社
会
情
勢

や
町
民
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
定
期
的
に
評
価
し
、

必
要
に
応
じ
こ
の
条
例
の
見
直
し

そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

２
　
町
長
は
、
こ
の
条
例
の
評
価

に
町
民
か
ら
の
意
見
、
要
望
等
が

反
映
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置

を
講
じ
ま
す
。

煙
策
定
時
は
過
半
数
、
改
廃
時
は
３

　
分
の
２
と
い
う
の
は
お
か
し
い

煙
改
正
規
定
に
特
別
議
決
を
定
め

　
る
こ
と
は
、
地
方
自
治
法
第
１

　
１
６
条
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ

　
る
の
で
は
な
い
か

　
附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
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